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情報発信力強化業務委託に係る企画提案募集要領 

 

１ 趣旨 

 この要領は、当該業務の受託者を決めるために実施する公募型プロポーザルについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託業務名称 

情報発信力強化業務委託 

（２）業務内容  

 別紙「情報発信力強化業務委託仕様書」のとおり 

（３）契約期間 

契約締結の日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

（４）予算上限額 

金 19,095,175 円（消費税及び地方消費税を含む） 

ただし、この金額は予算上限額であり、契約時の予定価格を示すものではない。 

     

３ 応募資格 

   応募できるのは、次に掲げる要件をすべて満たす事業者とする。 

（１）本件業務を効果的に実施できる体制が整えられていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこ

と。  

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申し立て、又は民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき民事再生手続開始の申し立てがなされ

ている者（更生手続開始又は民事再生手続開始決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４）「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」及び「山梨県物品購入等契

約に係る指名停止等措置要領」による指名停止措置期間中の者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 6 号に規定する暴力団員でないこと、又は法人にあっては、その役員が暴力団員

でないこと。 

 

４ スケジュール（予定） 

（１） 公募開始           令和 7 年 4 月 9 日（水） 

（２） 質問受付期限    令和 7 年 4 月 28 日（月）正午  

（３） 参加申込書提出期限 令和 7 年 5 月 1 日（木）午後 5 時 

（４） 企画提案書提出期限 令和 7 年 5 月 9 日（金）午後 5 時 

（５） 審査会       令和 7 年 5 月 20 日（火） 

 

５ 応募手続き 

（１）書類等提出先、質問受付（共通） 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目 6 番 1 号（山梨県庁本館 3 階） 

山梨県高度政策推進局 広聴広報グループ 企画・広聴 
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メールアドレス：koucho@pref.yamanashi.lg.jp 

 

 

 

 

（２）参加申込書の提出 

①提出書類（各 1 部提出） 

イ)  参加申込書（様式 1） 

ロ）誓約書（様式 2） 

ハ）会社概要等整理表（様式 3） 

   ニ) 法人登記簿謄本（写し可） 

   ホ) 実施体制表（様式 4） 

※ ただし、山梨県物品等入札参加資格者名簿に登載されている場合は、審査結果

通知書の写しを添付することにより、上記ロ～ホの書類は不要とする。 

②提出期限 

令和 7 年 5 月 1 日（木）午後 5 時必着 

③提出方法 

持参又は郵送（持参の場合の受付は、土日・祝日を除く、午前 9 時から午後 5 時

までとする。） 

④提出期間までに県が参加申込書を受理できない場合は参加を認めない。 

⑤申請後に辞退する場合は、辞退届（様式 5）を提出すること。 

 

（３）企画提案書等の提出 

①提出書類 

 ・企画提案書（様式 6）・・ 7 部（コピー可） 

  ※ 提案 1 事業者につき、1 提案とすること。 

※ 様式 6 を除き、企画提案書には提案事業者の名称を記載しないこと。 

・見積書（様式任意）・・・ 1 部 

※ 見積書の合計金額（税込）は「２ 業務の概要（４）予算上限額」の額を超

えないこと。 

②提出期限 

  令和 7 年 5 月 9 日（金）午後 5 時必着 

③提出方法 

・持参又は郵送（持参の場合の受付は、土日・祝日を除く、午前 9 時から午後 5 時

までとする。） 

・また、企画提案書についてはＰＤＦを別途メールで送付すること。 

④提出期限までに県が企画提案書等を受理できない場合は審査対象としない。 

⑤一度提出した企画提案書等は、これを書き換え、差し替え又は撤回することがで

きない。 

⑥「３ 応募資格」の条件を満たさなくなった者の企画提案及び次のいずれかに該

当する企画提案は無効とする。 

・公募要領の規定に反した提案 

・誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

     

質問事項があれば、質問書（様式任意）を作成し、電子メールにて送付してくだ

さい。電話や口頭での質問は応じられません。質問があった場合、令和 7 年 4

月 30 日（水）までに全ての参加申込者に質問と回答を送付します。 
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６ 審査方法・基準 

（１）実施方法 

Microsoft Teams によるオンライン 

（２）実施日時 

令和 7 年 5 月 20 日（火）（入室時間は及びＵＲＬは個別に通知する。） 

（３）持ち時間  

1 者 30 分（うち説明 15 分以内、質疑 15 分を目安とする） 

（４）審査基準 

別紙２「審査基準」のとおりとする。 

（５）審査は、審査の公平性確保及び企業ノウハウの流出防止のため非公開とする。 

（６）審査の結果を基に、県が第１順位の委託候補者を決定し、当該事業者との契約手

続きを行う。 

（７）審査の結果は、各提案者に「採用」「不採用」の別を連絡する。 

（８）第１順位の委託候補者が契約を締結しないときは次点の者と契約の交渉を行う。 

（９）選定結果等は、県のホームページで公表する。 

※ 公表事項は、評価基準、配点及び評価、審査結果、第１順位委託候補者の名称

等とし、第１委託候補者以外の提案者の名称は公表しない。 

 

７ 契約に関する事項 

（１）契約書は 2 通作成し、双方記名押印して、各自 1 通を所持するものとする。  

（２）契約保証金については、山梨県財務規則（昭和 39 年山梨県規則第 11 号）第 109

条第 1 項に規定する契約保証金を契約締結と同時に納めなければならない。ただし、

規則第 109 条の 2 に該当する場合はこれを免除するものとする。 

（３）企画提案書等に記載された事項は、別紙１仕様書と合わせ、契約時の仕様書とし

て扱う。ただし、業務の目的のために修正すべき必要がある場合には、県の指示に

より契約締結段階において契約内容を追加、変更又は削除するものとする。 

 

８ その他 

（１）企画提案及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通

貨とする。 

（２）提出書類の取り扱い 

①提案者が県に提出した書類（以下「提出書類」という。）に含まれる著作物の著作

権は、提案者に帰属する。 

②提出書類は、いかなる理由があっても返却しないものとする。 

③提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護されている第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は原則として提案者が

負うものとする。 

（３）本企画提案応募に要した一切の費用は、提案者自身が負担するものとする。 

（４）審査終了後、契約を締結するまでの間、「３ 応募資格」の条件を満たさない事態

が発生した場合には、契約を締結しないことがある。なお、手続きの停止又は契約

を解除した場合でも、当該業務に要した費用については、一切補償しないものとす

る。 

（５）「３ 応募資格」の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があ

った場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、応募を

認めないことがある。 

 

９ 本件に関する問い合わせ先 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目 6 番 1 号（山梨県庁本館 3 階） 
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電話：055-223-1336 

メールアドレス：koucho@pref.yamanashi.lg.jp 



   

 （別紙１） 

 

情報発信力強化業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

情報発信力強化業務 

 

２ 業務期間 

契約締結の日から令和8年3月31日まで 

 

３ 事業の概要 

  山梨県総合計画に掲げる「全ての県民・あらゆる主体との連帯に基づく県政の推進」に向け、県

内外のステークホルダーの理解・共感を獲得するため、メディアに精通した外部専門家の支援を受

け、新聞・テレビ・ラジオ・ネットなどの各種メディアに対して県の主要な施策や県政トピックの

情報を配信するとともに、イベントへの取材誘致等を行い、記事化や番組化に働きかける。 

また、定期的なニュースレターの配信等により、メディアの県政に対する理解獲得を促進する。 

 

４ 本事業の対象 

  本事業は、県政全般の施策や事業を対象に、各媒体への露出の獲得に向けたメディアとの関係性

の構築や機動的なアプローチを行う。また、案件も多岐にわたることから、対象のメディアは県と

協議のうえ決定する。なお、県庁内の各課室等において、本事業とは別にメディア露出の獲得に向

けた事業を実施している場合、業務や対象メディアが重複しないよう県と調整する。 

 

５ 業務内容 

受託事業者は、次に掲げる項目について、山梨県と協議しながら委託業務を実施すること。 

なお、本仕様書に記載のない事項についても、プロポーザル提案書に記載した事項のうち、山梨

県が指示するものについては実施すること。 

（１）メディア招致 

①PR企画・ディレクション 

・県庁内の関係課室等と調整し、対象とする案件（以下「案件」という。）を選定する。 

・ミーティングのサマリーを作成する。 

②メディアリストの作成（案件毎） 

・県庁内の関係課室等と調整し、対象とする案件と親和性が高いメディアをリスト化する。 

③プレスリリースの作成・配信及びブラッシュアップ支援（月2件程度） 

・メディア招致の確度を高めるため、プレスリリースを作成し配信するほか、山梨県が作成

するプレスリリースのブラッシュアップを支援する。 

④メディアアプローチ（配信は100媒体程度・個別アプローチ10媒体程度/1件） 

    ・選定した案件の配信と個別アプローチを実施する。 

    ・アプローチ状況を可視化して山梨県に報告する。 

（２）メディアリレーション支援 

①メディアキャラバンの実施（年間:2回以上・メディア10社以上） 

    ・メディア関係者にアポイントを取り、県政を紹介する機会や良好な関係づくりを支援す

る。 

    ・企画書等の作成や日程調整等を実施する。 

    ・メディアキャラバン実施後にフォローアップを実施する。 



   

   ②ニュースレターの作成（10回程度） 

    ・配信リストを作成する。 

    ・メディア関係者に対して、県政を紹介するニュースレターを作成して配信する。 

 （３）クリッピング業務 

   ①露出調査（案件毎） 

    ・テレビ、新聞、雑誌、WEB等の露出調査を実施する。 

②月次調査報告書作成（11件） 

・上記露出調査のクリッピングデータや広告換算を取りまとめ、サマリーを作成する。 

（４）戦略的コンサルティング業務（随時） 

    ・山梨県からの依頼に基づき、取材誘致その他広報等に関する相談があった場合、専門的知 

見によるアドバイスを行う。 

 

６ 実施について 

（１） 委託業務を総括する責任者を置き、山梨県と常時連絡が取れる体制とすること。 

（２） 委託業務に必要な資機材は、受託事業者が用意すること。 

（３） 受託事業者は、委託業務の履行にあたって、契約書及び本仕様書に疑義が生じたときは、速や

かに山梨県と協議を行うこと。 

 

７ 成果指標について  

山梨県総合計画に掲げる「全ての県民・あらゆる主体との連帯に基づく県政の推進」の実現に向

けて、確実なメディア露出の獲得を図るため、委託契約額以上の広告換算値を成果指標とする。な

お、委託契約額のうち25％は成果報酬とし、以下に基づき業務完了後に成果に応じて支払う。 

・メディアの掲載等に結びついた案件の広告換算値（税込）を算出した上で、プロモート案件

毎に算出し、契約期間全体分を合算する。 

※ 本委託事業によるプロモートに限る。 

・広告換算値は原則として（株）PRTIMES社が提示する広告換算データを用いる。 

（参考：https://prtimes.jp/magazine/advertising-conversion-value/）  

・Webメディアについては、Webクリッピングにより算出し、パブリシティのみを対象とする。 

・広告換算データに含まれないメディアは山梨県と協議し、類似メディアを選択する。 

・成功報酬の判定要件となる掲載等の有無は契約期間全体を通じて判断するが、年度末におい

て翌年度の掲載が確実視されるものがある場合は、それを計算に加えるものとする。  

    ＜計算例＞委託契約額が19,095,000円の場合  

      ・広告換算値 19,095,000円未満  →成果報酬額（年間）         0円  

      ・  〃      19,095,000円以上 →成果報酬額（年間）  4,773,750円 

          

８ 事業報告 

  委託業務終了後、委託契約等に基づき委託業務完了報告書を提出することとする。 

 

９ 委託業務の成果物について 

   委託業務に係る成果物の著作権は県に帰属するものとする。 

 

１０ 遵守事項 

（１） 民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の関連法規を遵守するこ

と。 

（２） 山梨県情報セキュリティ基本方針等、山梨県の規程を遵守すること。 



（別紙２） 

審査基準 

１ 審査方法 

・ 評価項目及び配点等は「２」のとおりとし、審査員１名につき１００点満点とする。 

・ 各審査員の合計点を合算して全体の合計点とし、点数の高い順に順位を付けるものとする。 

・ 点数が同じ場合は、審査員の多数決により順位を決定する。 

・ ただし、審査委員の３名以上が５０点に満たない点数を付けた提案者は、順位にかかわらず委託候補

者としない。 

２ 評価項目及び配点等 

 

３ 評価の基準  

  各評価項目の評価点は、５点満点（最高得点５点、最低得点０点）とする。  

 ・特に優れている     （５点）  

 ・優れている      （４点）  

 ・普通（基準点）     （３点）  

 ・やや劣る        （２点）  

 ・劣る          （１点）  

 ・要求水準を満たしていない （０点） 

評価項目 評価点 係数 

配点 

（評価点

×係数） 

１ 
提案方針 

 本業務に対する目的や考え方が具体的かつ適切か ５点 ２ １０点 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

メディア露出獲得に向けたリレーションの構築 

 業務共通 

・ 事業を確実かつ効果的に実施する専門的知識を有しているか 

・ 事業を確実かつ効果的に実施する具体的な実績を有しているか 

・ メディア露出を獲得できるネットワークに期待ができるか 

５点 ５ ２５点 

メディアキャラバン 

・ 独自のノウハウやネットワークを活かした提案となっているか 

・ 県政の情報発信・拡散につながるネットワークの獲得に期待がで

きるか 

５点 ２ １０点 

メディアアプローチ 

・ 露出獲得に向けたプロセスが具体的に示されているか 

・ 露出獲得の確度を高める創意工夫がなされているか 

・ 継続したメディア露出に期待ができるか 

５点 ４ 

 

２０点 

戦略的コンサルティング等 

・ 迅速かつ正確な露出調査を実施し、定量的な分析や提案が期待で

きるか 

・ 高い専門性や知見による的確な助言が期待できるか 

５点 ２ 

 

１０点 
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委託業務の実施体制 

 

・人員体制配置予定者の専門性は十分か 

・ 実施体制及び役割分担が具体的に明示され、事業を円滑に進めら

れるような体制であるか 

・突発的な依頼に対しても迅速に対応できる体制となっているか 

５点 ３ １５点 

4 

費用対効果 

 
・ 評価点×（全提案者中最低見積額／提案者見積額） 

※小数点以下第３位を四捨五入 

５点 ２ １０点 

合計 １００点 


